浅口市空き家利活用事業補助金 事前相談票この事前相談は令和８年度浅口市空き家利活用事業補助金の交付を保障するものではありません。

浅口市空き家利活用事業補助金の事前相談について、以下の各項目に記入又は該当する
選択肢を○で囲んでください。
	１ 事前相談日時
	令和　　年　　月　　日　　　時　　　分

	２ 事前相談者
※ まちづくり課の窓口に来られた方

	ふりがな
氏　　名

	
	住　　所　〒


	
	電話番号

	
	メールアドレス


	３ 空き家の所在地(地番まで記入)
	浅口市　　　　　　　　　　　　

	４ 改修工事内容

	　　　　　


	６ 空き家が使用されていない期間
※ 住居以外の用途（倉庫等としての使用など)としても使用されていないことをいいます。
	　　　　　　　　年間以上

	７ 事前相談者と空き家等の所有者との関係
※ 所有者とは、空き家等の所有権を有する者

	□本人
□その他 ⇒ 関係を具体的に記入
(　   　　　　    　　　　)

	８ 空き家の所有者
※ 事前相談者と同じ場合(本人の場合)は、記入不要
	ふりがな
氏　　名

	
	住　　所

	
	電話番号

	９ 空き家の利活用工事施工予定事業者
　 
	施工事業者名

	
	所　在　地　

	
	電話番号

	10 他の補助等の交付を受ける予定
※ 空き家の利活用について、浅口市空き家利活用事業補助金以外の補助等の交付を受ける予定の有無
	□無
□有 ⇒ 他の補助等の名称
(                            )

	11　申請者

	□移住者（市外から転居）
[bookmark: _GoBack]□定住者（市内又は市外からの転居予定者）

	12　転入又は転居予定日
	

	13　補助希望区分
	□移住型（10年以上居住）
□定住型（5年以上居住）
□若者世帯※
※申請者及び配偶者がある場合は、双方が40歳未満の世帯



